
第９８号議案 

 

 

 

   中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 上記の議案を提出します。 

 

 

 

  令和５年１１月２７日 

 

 

 

提出者 中野区長  酒 井 直 人    

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 施設の利用料金及び使用料の限度額を改定する必要がある。 

 

 



中野区もみじ山文化の森施設条例の一部を改正する条例 

 

 中野区もみじ山文化の森施設条例（平成４年中野区条例第２７号）

の一部を次のように改正する。 

 別表⑴の表大ホールの項中「８９，８００円」を「８５，６００円」

に、「１２７，１００円」を「１２１，２００円」に、「１４９，５

００円」を「１４２，５００円」に、「１７９，５００円」を「１７

１，２００円」に、「１１２，２００円」を「１０７，０００円」に、

「１２８，２００円」を「１２８，４００円」に、「１８１，７００

円」を「１８１，８００円」に、「２５６，４００円」を「２５６，

８００円」に、「１６０，４００円」を「１６０，５００円」に改め、

同表大ホール楽屋１の項、同表大ホール楽屋３の項及び同表大ホール

楽屋４の項中「１，６００円」を「１，５００円」に、「２，３００

円」を「２，２００円」に改め、同表小ホールの項中「２７，０００

円」を「２５，７００円」に、「５０，７００円」を「４８，３００

円」に、「６７，８００円」を「６４，６００円」に、「３２，００

０円」を「３０，５００円」に、「６１，９００円」を「５９，００

０円」に、「８１，８００円」を「７８，０００円」に、「４０，５

００円」を「３８，６００円」に、「７６，３００円」を「７２，５

００円」に、「１０１，６００円」を「９６，９００円」に、「４９，

０００円」を「４５，８００円」に、「９３，５００円」を「８８，

５００円」に、「１２４，７００円」を「１１７，０００円」に改め

る。 

 別表⑵の表中「３，６００円」を「３，４００円」に、「５，６０

０円」を「５，３００円」に、「７，４００円」を「７，１００円」

に改める。 

 別表⑶の表中「３，３００円」を「３，１００円」に、「４，６０



０円」を「４，４００円」に、「６，７００円」を「６，４００円」

に改める。 

 別表⑸の表中「４，３００円」を「４，１００円」に改める。 

 別表⑹の表中「１１０円」を「１００円」に、「２３０円」を「２

００円」に改める。 

 別表⑺の表中「４，５００円」を「４，３００円」に、「５，９０

０円」を「６，５００円」に、「８，１００円」を「７，７００円」

に、「１０，４００円」を「１１，６００円」に、「１０，３００円」

を「９，８００円」に、「１３，５００円」を「１４，７００円」に

改める。 

 別表⑻の表中「２，５００円」を「２，４００円」に、「３，４０

０円」を「３，２００円」に、「３，３００円」を「３，１００円」

に、「１ ，６０ ０円」 を「１ ，５０ ０円」に 、「２ ，２０ ０円」 を

「２，１００円」に、「２，０００円」を「１，９００円」に、「１，

１００円」を「１，０００円」に、「１，５００円」を「１，４００

円」に、「１，８００円」を「１，７００円」に、「２，６００円」

を「２，５００円」に、「１，４００円」を「１，３００円」に改め

る。 

 別表⑼の表中「１，４００円」を「１，３００円」に、「１，７０

０円」を「１，６００円」に、「１，６００円」を「１，５００円」

に改める。 

 別表⑽の表及び別表⑾の表中「１，５００円」を「１，４００円」

に、「２ ，００ ０円」 を「１ ，９０ ０円」に 、「１ ，８０ ０円」 を

「１，７００円」に改める。 

 別表⑿の表中「５，４００円」を「５，１００円」に、「３，３０

０円」を「３，１００円」に改める。 

 別表⒀の表中「１，４００円」を「１，３００円」に、「１，１０



０円」を「１，０００円」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日前に中野区もみじ山文化の森施設条例別表⑴の表に掲げる

施設（大ホールの入場料を徴収する場合の使用、大ホール楽屋１の

午前９時から正午までの使用、大ホール楽屋２の使用、大ホール楽

屋３の午前９時から正午までの使用及び大ホール楽屋４の午前９時

から正午までの使用を除く。）、同条例別表⑵の表、別表⑶の表、

別表⑸の表及び別表⑹の表に掲げる施設、同条例別表⑺の表に掲げ

る施設（入場料を徴収する場合の使用を除く。）、同条例別表⑻の

表に掲げる施設（学習室Ａの午前９時から正午までの使用及び学習

室Ｂの午前９時から正午までの使用を除く。）、同条例別表⑼の表

から別表⑿の表までに掲げる施設並びに同条例別表⒀の表に掲げる

施設（午前９時から正午までの使用を除く。）について施行日以後

に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額につい

ては、改正後の別表⑴の表（大ホールの項の入場料を徴収する場合、

大ホール楽屋１の項の午前９時から正午まで、大ホール楽屋２の項、

大ホール楽屋３の項の午前９時から正午まで及び大ホール楽屋４の

項の午前９時から正午までに係る規定を除く。）、別表⑵の表、別

表⑶の表、別表⑸の表、別表⑹の表、別表⑺の表（入場料を徴収す

る場合に係る規定を除く。）、別表⑻の表（学習室Ａの項の午前９

時から正午まで及び学習室Ｂの項の午前９時から正午までに係る規

定を除く。）、別表⑼の表から別表⑿の表まで及び別表⒀の表（午

前９時～正午の項に係る規定を除く。）の規定を適用した額とする。 



３ この条例の施行の際現に使用の承認（前項に規定する場合の使用

の承認を除く。）を受けている者の利用料金及び使用料については、

なお従前の例による。 


